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は じ め に  

 

鎌取インターチェンジ周辺地区は、鎌取インターチェンジ（主要地方道生実本納線）より

西に約１．５ｋｍ、京成千原線学園前駅より北東に約０．８ｋｍの市街化調整区域に位置し、

地区内外に森林が広がり、緑豊かな自然環境に囲まれた地区です。本地区は、インター

チェンジ至近の立地条件等から、千葉市産業用地整備方針（以下、同方針）において、

産業用地整備を進めるエリアとして位置づけられており、食品・健康生活実現型産業、先端・素材型

ものづくり関連産業及びこれらに関連する物流関連産業など同方針に基づいた企業誘致を

実施し、周辺の土地利用と共存する新たな工業団地の形成をめざしております。 

 

そこで、鎌取インターチェンジ周辺地区は、地区計画制度により本地区にふさわしいまち

づくりのルールを定め、工業団地としての適切な土地利用を図り、周辺環境と調和した快適

で潤いのある環境を形成していくこととなりました。 

 

この冊子は、鎌取インターチェンジ周辺地区の地区計画の内容を説明したものです。 

今後、建築物を建築される場合等は、この冊子をご活用いただければ幸いです。  

この制度の趣旨を十分ご理解のうえ、周辺環境と調和した快適で潤いのある環境の形成の

ためにご協力をお願いいたします 
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≪地区の位置について≫ 
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≪地区計画について≫ 

鎌取インターチェンジ周辺地区 

名  称 鎌取インターチェンジ周辺地区地区計画 

位  置 千葉市中央区生実町及び赤井町の各一部 

面  積 約 １７．２ｈａ 

地 区 計 画 

の 目 標 

本地区は、鎌取インターチェンジ（主要地方道生実本納線）より西に約１．５ｋｍ、

京成千原線学園前駅より北東に約０．８ｋｍの市街化調整区域に位置し、地区内外に

森林が広がり、緑豊かな自然環境を有している。 

インターチェンジ至近の立地条件等から、千葉市産業用地整備方針（以下、同方針）

において、産業用地整備を進めるエリアとして位置づけられており、食品・健康生活

実現型産業、先端・素材型ものづくり関連産業及びこれらに関連する物流関連産業

など同方針に基づいた企業誘致を実施し、周辺の土地利用と共存する新たな工業団地

の形成をめざしている。 

このため、本地区計画は、工業団地としての適切な土地利用を図り、周辺環境と

調和した快適で潤いのある環境を将来にわたって維持・保全することを目的とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用に

関する方針 

自然環境や周辺住宅地に配慮し、製造施設及び物流施設などを主体とした土地利用

を誘導する。 

公共施設 

の整備に 

関する方針 

開発行為により、本地区に道路を公共施設として計画的に整備し、その機能が損な

われないよう維持・保全を図る。 

（１）道路の整備方針 

  地区北側の主要地方道生実本納線から地区内へアクセスできる幅員１２m の取

り付け道路を配置する。また、地区内は幅員１２m の区画道路を適切に配置する。 

 

建築物その他

の工作物の 

整備の方針 

自然環境や周辺住宅地に配慮した、製造施設及び物流施設などの立地を図るため、

建築物等に関する事項を次のとおり定める。 

 （１）建築物等の用途の制限 

 （２）建築物の容積率の最高限度 

 （３）建築物の建蔽率の最高限度 

（４）建築物の敷地面積の最低限度 

（５）壁面の位置の制限 

（６）建築物の高さの最高限度 

（７）建築物の形態又は意匠の制限 

（８）垣又はさくの構造の制限 

その他当該区域

の整備、開発及び

保全に関する方針  

本地区に現存する樹林地を計画的に残し、その機能が損なわれないよう維持・保全

を図る。 

（１）樹林地の保全方針 

本地区に広がる樹林地は、地区内外に及ぶ連続性のある緑地として周辺環境との

調和に寄与するため、地区周縁部に約４．４ｈａ以上の樹林地を維持し、緑豊かな

自然環境を保全する。 

令和６年３月１５日決定 千葉市告示第１８８号 



 

４ 

 

  

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１  事務所 

２  工場（建築基準法別表第２（る）項第１号に掲げるもの及び業として

薬剤を使った遺体の保管又は修復その他これらに類する作業を行う施設

を除く。） 

３  前２号の建築物に附属するもので次に掲げるもの 

３－１ 物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面

積の合計が１，０００㎡以内のもの 

３－２ 自動車車庫（建築基準法別表第２（へ）項第４号に掲げるものを除

く。） 

３－３ 保育所 

３－４ 診療所 

３－５ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの（建築基準法別表第２（る）項

第２号に掲げるものを除く。） 

３－６  倉庫（建築基準法別表第２（る）項第２号に掲げるもの及び業とし

て遺体を保管（運送契約に基づく一次保管を含む。）する施設を除く。）

で倉庫業を営まないもの又は床面積の合計が５，０００㎡以内のもの 

４    倉庫（建築基準法別表第２（る）項第２号に掲げるもの及び業として

遺体を保管（運送契約に基づく一次保管を含む。）する施設を除く。）

で床面積の合計が５，０００㎡以内のもの 

５  前号の建築物に附属するもので次に掲げるもの 

５－１ 物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面

積の合計が１，０００㎡以内のもの 

５－２ 自動車車庫（建築基準法別表第２（へ）項第４号に掲げるものを除

く。） 

５－３ 保育所 

５－４ 診療所 

５－５ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの（建築基準法別表第２（る）項

第２号に掲げるものを除く。） 

６   巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令

第１３０条の４で定める公益上必要な建築物（老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類するものを除く。） 

７  公益上必要な建築物で建築基準法施行令第１３０条の５の４に定める

もの 

８  前２号の建築物に附属するもの（建築基準法施行令第１３０条の５の

５各号に掲げるものを除く。） 



 

５ 

「区域及び地区整備計画区域は計画図表示のとおり。」 

 

理 由 

 本地区は、新たな産業用地の形成のため適切な土地利用を誘導し、周辺環境と調和した工業団地

としての良好な環境を将来にわたって維持・保全することを目的として、地区計画を決定する。 

 

 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建 築 物 の 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

１０分の２０ 

建 築 物 の 

建 蔽 率 の

最 高 限 度 

１０分の６ 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

１,０００㎡ 

ただし、市長が公共公益上やむを得ないと認めたものは、この限りでない。 

壁 面 の 

位 置 の 

制 限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は５ｍ 

以上、隣地境界線までの距離は１ｍ以上とする。 

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

及びこれらに附属する建築物はこの限りでない。 

建 築 物 の 

高 さ の 

最 高 限 度 

３１ｍ 

建 築 物 の 

形 態 又 は 

意匠の制限 

建築物の屋根及び外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け、周辺の 

環境と調和した落ち着きのある色調とする。 

垣 又 は 

さ く の 

構造の制限 

垣又はさく（門柱及び門扉を除く。）の構造は、生垣又は高さ２.０ｍ以下の

透視可能なフェンスその他これらに類する構造とする。 

ただし、コンクリート造、ブロック造、石垣その他これらに類する構造で

あって、高さが１.０ｍ以下のもの及び市長が建築物の保安・管理上やむを得ない

と認めたものは、この限りでない。 



 

６ 

 

 



 

７ 

≪地区計画の運用基準≫ 

１  建築物に関する制限について 

本地区では、工業団地としての適切な土地利用を図り、周辺環境と調和した快適で潤いのあ

る環境を将来にわたって維持・保全することを目的として、地区整備計画により次のように建

築物等の制限が定められています。 

 

（１）建築物等の用途の制限 

本地区は、市街化調整区域であり本来は建築物の建築を制限する区域ですが、地区計画によ

り限られた用途の建築物のみ建築を可能としています。自然環境や周辺住宅地に配慮し、製造

施設及び物流施設などを主体とした土地利用を誘導するため、次のような建築物等の用途の制

限を定めています。 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１  事務所 

２  工場（建築基準法別表第２（る）項第１号に掲げるもの※ａ及び業として薬剤を

使った遺体の保管又は修復その他これらに類する作業を行う施設を除く。※ b） 

３  前２号の建築物に附属するもの※ cで次に掲げるもの 

３－１  物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が

１，０００㎡以内のもの 

３－２  自動車車庫（建築基準法別表第２（へ）項第４号に掲げるものを除く。※ d） 

３－３  保育所 

３－４  診療所 

３－５  危険物の貯蔵又は処理に供するもの（建築基準法別表第２（る）項第２号に掲

げるもの※ eを除く。） 

３－６  倉庫（建築基準法別表第２（る）項第２号に掲げるもの※ e及び業として遺体を

保管（運送契約に基づく一次保管を含む。）する施設を除く。※ f）で倉庫業を営ま

ないもの※ g又は床面積の合計が５,０００㎡以内のもの 

４  倉庫（建築基準法別表第２（る）項第２号に掲げるもの※ e及び業として遺体を保管

（運送契約に基づく一次保管を含む。）する施設を除く。※ f）で床面積の合計が５,

０００㎡以内のもの 

５  前号の建築物に附属するもので次に掲げるもの 

５－１  物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が

１，０００㎡以内のもの 

５－２  自動車車庫（建築基準法別表第２（へ）項第４号に掲げるものを除く。※ d） 

５－３  保育所 

５－４  診療所 

５－５  危険物の貯蔵又は処理に供するもの（建築基準法別表第２（る）項第２号に掲

げるもの※ eを除く。） 

６  巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の４で

定める公益上必要な建築物※ h（老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類

するものを除く。） 

７  公益上必要な建築物で建築基準法施行令第１３０条の５の４に定めるもの※ i 

８  前２号の建築物に附属するもの（建築基準法施行令第１３０条の５の５各号に掲

げるものを除く。※ j） 

  



 

８ 

a.「建築基準法別表第２（る）項第１号に掲げるもの」について 

危険性が高い又は著しく環境悪化のおそれのある工場に該当するものになります。これ

らに該当するものは建築不可としています。例えば、火薬類の製造、ガスの製造、合成

繊維の製造、金属の溶融又は精練などを行う工場が該当します。 

 

b.「業として薬剤を使った遺体の保管又は修復その他これらに類する作業を行う施設を除

く。」について 

 エンバーミング等を行う施設は建築不可としています。 

 

c.「附属するもの」について 

「主たる建築物に機能上関連する建築物」で、かつ、「用途上不可分の関係にあるもの」

という条件を満たしたものになります。 

例．工場で働く従業員のための保育所は附属する建築物になります。 

 

d.「建築基準法別表第２（へ）項第４号に掲げるものを除く。」について 

附属自動車車庫で３階以上の部分にあるもの、又は、建築物に附属する自動車車庫の床

面積に自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積（３００㎡以下である場合は算入し

ない）を加えた合計が、自動車車庫を除いた建築物の延べ面積の合計を超えるものは建

築不可としています。 

 

【同一敷地内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.「建築基準法別表第２（る）項第２号に掲げるもの」について 

火薬類、ガス類、石油類などの貯蔵又は処理に係る量が一定数量を超えるものを指しま

す。これらに該当するものは建築不可としています。 

  

自動車車庫を除いた  

建築物の延べ面積  
≧ 自動車車庫の床面積  ＋ 自動車車庫（工作物）  

の築造面積  

建 築 可 能  

建築物  

自動車車庫  

３階以上はＮＧ  

自動車車庫（工作物）  



 

９ 

f.「業として遺体保管（運送契約に基づく一次保管を含む。）する施設を除く。」について 

遺体保管所等は建築不可としています。 

 

g.「倉庫業を営まないもの」について 

自分の物品を保管する倉庫のことです。これに対し、倉庫業を営む倉庫は、第三者の物

品を契約に基づいて保管する倉庫のことです。 

倉庫ごと一括して第三者に賃貸した場合、賃借した者が自己の倉庫として自己の物品の

保管、貯蔵に使用するものは「倉庫業を営まないもの」になります。 

 

h.「巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の４で定め

る公益上必要な建築物」について 

以下の５項目に該当するものを建築可能としています。 

 

 郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が５００㎡以内のもの。 

 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物で延べ面積が６００㎡以内のも

の。 

 公園に設けられる公衆便所又は休憩所。 

 路線バスの停留所の上屋。 

 電気、ガス、水道、電気通信等の関係施設 

 

※なお、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものについては、本地

区に誘導すべき施設とは異なるため、建築不可としています。 

 

i.「公益上必要な建築物で建築基準法施行令第１３０条の５の４に定めるもの」について 

以下の２項目に該当するものを建築可能としています。 

 税務署、警察署、保健所、消防署等（ただし、５階以上の部分をこれらの用途に供

するものは建築不可）。 

 電気、ガス、電気通信等の関係施設（ただし、５階以上の部分をこれらの用途に供

するものは建築不可）。 

 

j.「建築基準法施行令第１３０条の５の５各号に掲げるものを除く。」について 

以下の３項目に該当するものを建築不可としています。 

 附属自動車車庫で３階以上の部分にあるもの又は、附属自動車車庫の床面積に自動

車車庫の用途に供する工作物の築造面積（３００㎡以下である場合は算入しない）

を加えた合計が３，０００㎡（自動車車庫を除いた建築物の延べ面積の合計が３，

０００㎡以下の場合は、その面積）を超えるもの。 

 畜舎で床面積の合計が１５㎡を超えるもの。 

 危険物の貯蔵・処理に供する施設で建築基準法施行令第１３０条の９で定める貯蔵

又は処理に係る量が、一定数量を超えるもの。 
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（２）建築物の容積率の最高限度  

本地区は、工業団地としての適切な土地利用を図り、周辺環境と調和した快適で潤いのある

環境の形成を目的として建築物の容積率の最高限度を定めています。 

 

建築物の 

容積率の 

最高限度 

１０分の２０（２００％）  

※建築基準法施行令第２条第１項第４号及び第３項で定める緩和は適用されます。  

※建築基準法第５２条第３項及び第６項で定める緩和は適用されません。  

 

（３）建築物の建蔽率の最高限度  

本地区は、工業団地としての適切な土地利用を図り、周辺環境と調和した快適で潤いのある

環境の形成を目的として建築物の建蔽率の最高限度を定めています。 

 

建 築 物 の 

建 蔽 率 の 

最 高 限 度 

１０分の６（６０％）  

※建築基準法第５３条第３項第２号で認められている角地の緩和は、適用されません。  

 

（４）建築物の敷地面積の最低限度  

本地区は、工業団地としての適切な土地利用を図ることを目的として建築物の敷地面積の

最低限度を定めています。 

 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

１，０００㎡  

ただし、市長が公共公益上やむを得ないと認めたものは、この限りでない。  

※土地の一部を売却、譲渡及び賃借してこの最低限度よりも面積を減らした場合、

建築物を建築することができません。  

 

a.建築物の敷地面積の最低限度の適用除外について 

巡査派出所、公衆電話所、郵便の業務の用に供する施設、公園に設置する公衆便所又は休憩

所、バスの停留所の上屋、電気・ガス・水道の関係施設等とこれらに附属する建築物（車庫、

物置等）等で、市長が公共公益上やむを得ないと認めたものは、建築物の敷地面積の最低限度

が適用除外となります。 

なお、適用除外であっても、地区計画の届出は必要です。 
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（５）壁面の位置の制限  

本地区は、周辺環境と調和した快適で潤いのある環境の形成を目的として壁面の位置の制限

を定めています。 

 

壁 面 の 

位 置 の 

制 限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は５ｍ

以上、隣地境界線までの距離は１ｍ以上とする。 

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

及びこれらに附属する建築物はこの限りでない。 

 

a.境界線からの壁面の距離について 

外壁又はこれに代わる柱の面は、道路の境界線から５ｍ以上後退してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  外壁又はこれに代わる柱の面は、隣地の境界線から１ｍ以上後退してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.壁面の位置の制限の適用除外について 

巡査派出所、公衆電話所、郵便の業務の用に供する施設、公園に設置する公衆便所又は

休憩所、バスの停留所の上屋、電気・ガス・水道の関係施設等とこれらに附属する建築物

（車庫、物置等）は、壁面の位置の制限が適用除外となります。なお、適用除外であっても、

地区計画の届出は必要です。 

  

道
路
境
界
線 

道路 

建築物 

５ｍ以上 

隣
地
境
界
線 

隣地 

１ｍ以上 

建築物 
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（６）建築物の高さの最高限度 

本地区は、周辺住宅地等への圧迫感への緩和を目的として、建築物等の高さの最高限度を

定めています。 

 

建築物の高さの
 

最 高 限 度
 ３１ｍ 

※建築物の高さは、地盤面からの高さをいいます。なお、棟飾（採光、換気窓の立上り部

分などの軽微な突出部）などの屋上突出物については高さに含まれません。 

※地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第９条で定める階段室等で建築面

積１／８以内の場合は、５ｍまで高さに算入されません。 

 

【高さの制限】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道路  

建築物  

高さ３１ｍまで  

▽地盤面  

宅地  

道
路
境
界
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（７）建築物の形態又は意匠の制限 

落ち着いた色を用いて、色彩的に心地よい統一感のある市街地の形成を図るために、建築物

の形態又は意匠の制限を定めております。 

 

建 築 物 の 

形 態 又 は 

意匠の制限 

建築物の屋根及び外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け、周辺の環境

と調和した落ち着きのある色調とする。 

※建築物の屋根及び外壁又はこれに代わる柱の色は、赤・黄色等の原色を避け、落ち着き

のある色を選定してください。色見本による規定はありません。 

 

（８）垣又はさくの構造の制限 

本地区は、安全性の確保や快適で潤いのある環境の形成を目的として、垣又はさくの構造

の制限を定めています。 

※コンクリート造、ブロック造、石垣、その他これらに類するものを施工される場合は、 

高さを１．０ｍ以下としてください。 

 

【設置例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高低差がある場合、宅地側の地盤面を基準として算定します。 

 

 

 

  

垣又はさくの

構 造 の 制 限 

垣又はさく（門柱及び門扉を除く。）の構造は、生垣又は高さ２ .０ｍ以下の

透視可能なフェンスその他これらに類する構造とする。 

ただし、コンクリート造、ブロック造、石垣その他これらに類する構造で

あって、高さが１.０ｍ以下のもの及び市長が建築物の保安・管理上やむを得ない

と認めたものは、この限りでない。 

①生垣の設置例  

宅地  道路又は隣地  

道
路
・
隣
地
境
界
線 

②透視可能なフェンスの設置例  

ブロック造等の場合は、高さ１．０ｍ以下  

宅地  道路又は隣地  

境
界
線 

道
路
・
隣
地 

透視可能なフェンス  フェンス等の場合は、高さ２．０ｍ以下  
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【透視可能な工法例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.垣又はさくの構造の制限の適用除外について 

建築物等の保安・管理上やむを得ないと認めたものについては垣又はさくの構造の制限の

適用が除外されます。例えば、法令等により、火災による被害の拡大防止のため、コンクリ

ート塀等が義務付けられているものなどです。 

 

  

①鉄柵等  ②フェンス（メッシュフェンス等） 
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２  届出手続き 

 

（１）届出の必要な行為 

当地区内で、次の行為を行う場合は工事着手の３０日前までに千葉市長に届出が必要です。 

 土地の区画形質の変更    …切土、盛土、道路・宅地の造成等 

 建築物の建築、工作物の建設 …新築、増改築、移転、修繕等 

 建築物等の用途の変更    …地区整備計画に定められた用途の制限に適合しない場合 

 変更の届出         …届出の内容に変更があった場合 

 

（２）届出先 

届出書（定められた様式）に必要事項を記載の上、関係図書を添付し、正本・副本の２部

を千葉市長（窓口は千葉市役所都市計画課）へ提出して下さい。 

なお、建築確認申請を必要とする場合は、この届出書の副本（審査を終了した受理書）を

建築確認申請書に添付し申請して下さい。（ただし、民間の指定確認検査機関に申請する場

合の要否については各指定確認検査機関にご確認ください。） 

 

※ご不明な点がありましたら下記へお問い合わせ下さい。 

千葉市都市局都市部都市計画課土地利用班 

〒260－8722 千葉市中央区千葉港１番１号 

TEL０４３（２４５）５３０４ 

 


